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沖縄科学技術大学院大学 

基本方針・ルール・手続き 

理事長・学長決定 
 

第 15 章：大学名の使用、推奨・推薦及び大学のロゴ・商標の使用 
 
15.1 基本方針 

沖縄科学技術大学院大学（以下、「本学」と言う。）は、その卓越した教育・研究

及び科学技術のイノベーションの推進において国際的に知られています。本学の名

称（及びその略称）及びそれに関連するマーク、商標、ロゴ、シンボル、本学を特

定するイメージ等（以下、総称して「大学名やマーク」という。）は、国際的に認

知されており、本学の優れた教職員と学生を象徴するものです。大学名やマーク

は、本学の業績の質、幅、及び深さを表すものです。本基本方針は、本学の、固有

のアイデンティティ及び名声を守ることを目的としています。 
 
大学名やマークは本学に帰属する、最も重要な資産の一つです。教職員と学生は、

大学名やマークの恩恵を分かち合い、またそれ故に、その使用における責任も共有

します。 
 
本学の商標使用方針や、商標ライセンシング制度に関する詳細な情報や取扱説明に

ついては、技術移転セクションより得ることができます。また、第 14 章「知的財産

及び技術移転」も参照してください。 
 
15.2 留意すべき事項 
 
15.3 ルール 

本学と直接関連していない、若しくは書面による本学の許可を得ていない機関によ

る、イベント、活動、プログラム、製品、若しくはサービス、に対する推奨・推

薦、又はそれらとの提携を暗示するような形で、大学名やマークを使用してはなり

ません。 
 

15.3.1 本学の正式な業務に限定される大学名やマークの使用 

イベント、活動、出版物、製品、サービス等における、本学の大学名やマーク

の、添付や使用は、本学がそのイベント、活動、出版物、製品、サービス等に対

する組織的な責任を正式に認める場合にのみ許可されます。 
 

15.3.1.1 本学職員による使用 

教員及び職員は大学名やマークを本学の正式な業務にのみ使用することができま

す。教員、名誉職の教員、その他の職員が、本学の職務の範囲外の活動に関連し

て大学名やマークを使用する場合には、正確な職位名称を使用するとともに、そ

の製品や活動に対する本学の推奨・推薦を暗示するような形で使用してはなりま

せん。 
 

15.3.1.1.1 個人的な手紙に大学名やマークが入った便箋を使用してはなりませ

ん。特に、本学の業務外の目的での、論争、推奨・推薦、又は要請に係る内容

に使用することは禁止されています。 

https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.5
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/14
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/14
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15.3.1.2 学生による使用 

学生が本学の学生であることを名刺に記す場合には、本学の学生であって職員で

は無いこと、又、本学を正式に代表する立場にはないことを明確にしなければな

りません（第 5 章）。 
 

本学と雇用関係のある学生は、その職名及び連絡先も含めることが認められてい

ます。 
 

本学の名刺にはスタイル及びフォーマットの条件があります。学生は、その条件

に沿うよう、本学が承認した取引業者から名刺を購入しなければなりません。パ

ソコンで自ら作成した名刺についても、本学のスタイル及びフォーマットに沿っ

たものでなければなりません。名刺のサンプルは広報ディビジョンから入手する

ことができます。 
 

15.3.1.3 学生組織による使用 

本学が承認する学生の組織は、副学長（広報担当）及び研究科長の承認を条件と

して、大学名やマークの使用が認められます。事前に、大学名やマークの使用に

係る提案を副学長（広報担当）に提出し、審査及び承認を受ける必要がありま

す。 
 

本学に登録され、本学がスポンサーとなっている学生組織のみが、大学名やマー

ク使用の申請をすることができます。 
 

15.3.1.3.1 学生の任意組織（本学に登録されているが、本学がスポンサーでは

ない組織）については、名称を「沖縄科学技術大学院大学（名称）」とするこ

とができますが、それ以外の形で大学名やマークを使用することはできませ

ん。そのような学生の任意組織が「沖縄科学技術大学院大学」の名称の使用に

関連したグラフィックを使用する場合は、副学長（広報担当）に提出し、その

承認を得なければなりません（16.3.1 章）。 
 

15.3.1.3.2 本学に登録されていない学生組織や団体が本学と関連した名称を使

用することは一切禁止されています。 
 

15.3.1.3.3 本学の学生組織は、いかなる場合にも本学の公印を使用することは

認められません。本学の大学名やマークを冠した印章を作成・使用することも

禁止されています。 
 

15.3.1.4 大学に登録された他の任意組織による使用 

本学の学生、職員、家族や友人によって構成され、本学に登録されている任意組

織が「沖縄科学技術大学院大学（グループ名）」という名称を用いることは認め

られますが、それ以外の形で大学名やマークを使用することはできません。その

ような任意組織が「沖縄科学技術大学院大学」の名称の使用に関連したグラフィ

ックを使用する場合は、副学長（広報担当)に提出し、その承認を得なければな

りません（16.3.1 章）。 
 

https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/05
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/16#16.3.1
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.7
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/16#16.3.1
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15.3.2 税金面への配慮 

大学名やマークについて、ライセンスを供与することによって収入が得られ、そ

れに伴う課税が発生する場合があります。大学名やマークの使用に係る「ビジネ

スプラン」の提案については、詳細な計画作成及び実行の前に、副学長（財務担

当）及び技術移転セクションと調整し、審査されなければなりません。 
 

15.3.3 資金調達における使用 

全ての資金調達活動は、大学名やマークの使用の有無に関わらず、例外なく、副

学長（アドバンスメント担当）を通じて行われなければなりません。加えて、本

学の資金調達活動への大学名やマークの使用は、本学のスタイル及びフォーマッ

トの取り決めに沿っていることを確認するため、副学長（広報担当）の承認を得

て行われる必要があります（16.3.1 章）。 
 

15.3.4 他機関とのパートナーシップや提携における使用  

大学名やマークの使用を条件とするパートナーシップや提携（例えば、委託研究

契約・研究助成（契約）、調達契約・協定）は、本学が推奨・推薦するものと解

釈されたり、その他の問題を引き起こしたりする可能性があります。そのような

合意は、履行前に、副学長（財務担当）及び副学長（広報担当）による審査を受

ける必要があります。 
 

15.3.4.1 これは、本学が参加・提携する、又はスポンサーとなっている、外部

の学術・研究関連のイベントにおける大学名やマークの使用とは区別される必要

があります。このような使用は、本学の学術・研究活動に伴い一般的に発生する

ものであり、本学のグラフィック及びスタイルの基準が満たされている限りは通

常適切なものと考えられます（16.3.1 章）。 
 

15.3.5 政治的活動における使用 

政治的活動において、本学の大学名やマークを直接又は間接的に使用することは

一切禁じられています。本件についての問い合わせは、アカデミックスタッフに

ついては教員担当学監オフィス、事務職員については学長オフィスまでお願いし

ます。 
 

15.3.6 推奨・推薦のための使用 

本学の教職員は、本学に代わり推奨・推薦（製品やサービスに対する好意的な評

価の声明）をすることは認められていません。本学職員が正式な業務上で行う発

言は、本学が特定の企業、組織、製品又はサービス等を好んでいる、又は推奨・

推薦していることをほのめかすものであってはなりません。 
 

15.3.6.1 業者との関係や業務の実績に係る事実の記載において、副学長（広報

担当）は大学名の使用を許可することができますが、マークの使用を許可するこ

とはできません。 
 

例： 

｢沖縄科学技術大学院大学は X 社と車のメンテナンス契約を締結しました｣又は、

「X 社は沖縄科学技術大学院大学よりパソコンの周辺機器を受注しました。」 
 

https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.4.5
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.4.5
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/14
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/07
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/16#16.3.1
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.4.5
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.4.5
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/16#16.3.1
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/02#2.4.5
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このような記載は、本学が特定の企業、組織、製品やサービスを好む又は推奨・

推薦することをほのめかすものでは決してありません。 
 

禁止される記載例： 

「X 社の整備士が沖縄で最も優秀であるため、沖縄科学技術大学院大学は X 社と

車のメンテナンス契約を締結しました」 
 

15.3.6.2 本学の出版物（印刷物及び電子媒体）において、個人的な推奨・推薦

を行うことは、そのような記述が個人的なものであり、本学や学内の各組織を代

表して行うものではないことを筆者が明記し、また、そのような推奨・推薦によ

って個人的な利益がもたらされるものではない場合に限り、許容されます。 
 

15.3.6.3 製品やサービスに対する、事実に基づく客観的な評価（推奨・推薦で

は無いもの）には、下記の責任放棄声明が付される必要があります。 

「沖縄科学技術大学院大学が、この製品やサービスを支援又は推奨・推薦するも

のではありません。」 
 

15.3.7 マーケティング、映画、テレビ、プレスリリース等への使用 

大学名やマーク、又は本学のイメージが、テレビやラジオ番組、ビデオ、映画、

イベント、プロジェクト、雑誌の撮影、その他の類似する活動に使用される場

合、本学が正式に関与しているように推測されがちです。広告・マーケティング

資料、又はプレスリリース、映画、若しくはテレビ番組において、本学の写真や

その他のイメージ、又は大学名やマークを使用する場合は、遅滞なく副学長（広

報担当）に申請しなければなりません（16 章）。 
 

15.3.8 不正使用や違反が疑われる場合の通報 

大学名の使用、推奨・推薦、又はロゴ・商標の使用において、不正使用、違反、

その他の不正行為が疑われる場合の通報については、第 23 章「不正行為の調査・

認定及び内部通報者保護」を参照してください。 
 
15.4 責務 

15.4.1 本学全職員 
 

15.4.2 マネジャー及び所属長 
 

15.4.3 副学長（広報担当） 
 

15.4.4 技術移転セクション 
 

15.4.5 副学長（財務担当） 
 
15.5 手続き 
 
15.6 様式 
 
15.7 連絡先 
 

https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/16
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/23
https://www.oist.jp/ja/prp/chapter/23
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15.7.1 本方針の所管： 

副学長（広報担当） 
 

15.7.2 その他の連絡先： 
vpcpr@oist.jp 

 
15.8 定義 
 

15.8.1 推奨・推薦： 

製品やサービスに対する好意的な評価の声明。 
 

15.8.2 大学名やマーク： 

大学名（及び略称）、及びそれに関連するマーク、商標、ロゴ、シンボル、並び

に本学を特定するイメージ等。また、これらのものと混同する類似のものも含み

ます。 
 


